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告 示
栃木県告示第372号
　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第18条の規定に基づく第73回准看護師試験を次のとおり実
施するので、保健師助産師看護師法施行規則（昭和26年厚生省令第34号）第19条の規定により告示する。
　　令和５（2023）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　試験期日
　　令和６（2024）年２月４日（日）
２　試験場所
　　宇都宮市陽南４丁目２-１　栃木県立衛生福祉大学校
３　願書の提出期間
⑴　提出期間
　　令和５（2023）年12月11日（月）から同月14日（木）まで
　　（郵送の場合は、簡易書留にて令和５（2023）年12月14日（木）までの消印有効）
⑵　提出場所
　　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１-20
　　栃木県保健福祉部医療政策課看護職員育成担当　電話 028（623）3152
４　試験科目
　　人体の仕組みと働き、栄養、薬理、疾病の成り立ち、保健医療福祉の仕組み、看護と法律、基礎看護、成
人看護、老年看護、母子看護及び精神看護
５　受験資格
　　保健師助産師看護師法第22条各号のいずれかに該当する者（次のいずれかに該当する者）とする。
⑴　文部科学大臣の指定した学校において２年の看護に関する学科を修めた者（令和６（2024）年３月まで
に修業する見込みの者を含む。）
⑵　都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者（令和６（2024）年３月までに卒業する見込みの
者を含む。）
⑶　文部科学大臣の指定した学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学（短期大学を除く。）におい
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て看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者（令和６（2024）年３月までに卒業する見込みの者を
含む。）
⑷　文部科学大臣の指定した学校において３年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者（令和６
（2024）年３月までに修業する見込みの者を含む。）
⑸　都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者（令和６（2024）年３月までに卒業する見込みの者
を含む。）
⑹　外国の保健師助産師看護師法第５条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国に
おいて看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が⑶から⑸に掲げる者と同等以上の知識及
び技能を有すると認めたもの
⑺　外国の保健師助産師看護師法第５条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国に
おいて看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、⑹に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に
従い、栃木県知事が適当と認めたもの

６　受験手続
　　試験を受けようとする者は、次の書類を提出すること。
⑴　第73回栃木県准看護師試験願書
⑵　第73回栃木県准看護師試験写真票・受験票
　　出願前６か月以内に脱帽して正面から撮影した縦６センチメ－トル、横４センチメ－トルの写真で、裏
面に撮影年月日及び氏名を記入したものを貼り付けること。
⑶　受験資格を証する書類
ア　５の⑴から⑸までのいずれかに該当する者は、当該学校又は養成所の修業証明書又は卒業証明書。修
業又は卒業見込みである者については、修業見込証明書又は卒業見込証明書とするが、令和６（2024）
年３月１日（金）17時までに修業証明書、卒業証明書又は卒業（修業）確定証明書のいずれかを提出す
ること。また、卒業（修業）確定証明書を提出した者については、同月８日（金）17時までに修業証明
書又は卒業証明書を提出すること。修業証明書、卒業証明書又は卒業（修業）確定証明書がそれぞれの
提出期限までに提出されないときは、試験結果のいかんにかかわらず当該者に係る試験を無効とする。
　　なお、出願書類を学校又は養成所で取りまとめる場合には、修業見込証明書又は卒業見込証明書は一
連名簿で提出しても差し支えない。
イ　５の⑹又は⑺に該当する者は、当該事実を証する書類の写し

７　受験票の交付
　　出願書類を受理した後、受験資格があると認められた者については、本人又は学校若しくは養成所に受験
票を送付する。

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第373号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定し
たので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年10月13日

　　栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0950800433 ほしのゆめ 小山市駅南町
６-26-６

株式会社Ｋ 小山市駅南町
５-12-20

令 和 ５
（2023）年
８月１日

放課後等デ
イサービス
保育所等訪
問支援
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0950400408 にじいろクレ
ヨン

佐野市堀米町
3435

株式会社心結 足利市堀込町
1001-29

令 和 ５
（2023）年
９月１日

放課後等デ
イサービス

0950800441 サークルワン
小山

小山市神鳥谷
1080橋本ビル１
Ｆ

株式会社サシ
ノベルテ

茨城県桜川市真
壁町飯塚1006-
２

令 和 ５
（2023）年
10月１日

放課後等デ
イサービス

0950600197 ひなた学習会
Lund

日 光 市 今 市
1005-５

Lund 合同会
社

日 光 市 今 市
1005-５

令 和 ５
（2023）年
10月１日

放課後等デ
イサービス

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第374号
　栃木県営林産物売払規則（昭和41年栃木県規則第17号）第27条の規定に基づき、延納利息の利率を次のよう
に定め、栃木県営林産物売払規則第27条の規定に基づく延納利息の利率を定める告示（令和４年栃木県告示第
328号）は、廃止する。
　　令和５（2023）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　年1.00パーセント

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第375号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年10月13日から同年11月13日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮那須烏山線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

10
前

那須烏山市田野倉210-１から
那須烏山市田野倉236-７まで

10.3 ～ 37.3 135.5

後
那須烏山市田野倉210-１から
那須烏山市田野倉236-７まで

11.3 ～ 37.8 135.5

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　宇都宮那須烏山線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

10
前

那須烏山市中央１丁目289から
那須烏山市中央１丁目1917-１まで

10.1 ～ 12.0 114.0
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後
那須烏山市中央１丁目289から
那須烏山市中央１丁目1917-１まで

10.1 ～ 12.0 114.0

Ⅲ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　烏山停車場線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

102
前

那須烏山市南２丁目24-１から
那須烏山市金井１丁目464まで

8.9 ～ 14.7 43.1

後
那須烏山市南２丁目24-１から
那須烏山市金井１丁目464まで

8.9 ～ 14.7 43.1

Ⅳ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小川大金停車場線
道路の区域

整理番号
変更前
後の別

区 間
敷地の幅員
（メートル）

延 長
（メートル）

備 考

233
前

那須烏山市田野倉159-１から
那須烏山市田野倉236-７まで

9.1 ～ 21.6 517.9

後
那須烏山市田野倉159-１から
那須烏山市田野倉236-７まで

9.1 ～ 26.0 517.9

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第376号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定により次のとおり道路
の位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告す
る。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和５（2023）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置 道路の延長及び幅員 指 定
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第５号
の規定による道路

芳賀郡益子町大字益子字中宿
1670-２及び1670-５の各一部、
1670-７、字新町北側1672の一
部

延長　62.95ｍ
幅員　4.00～ 6.00m

令 和 ５
（2023）年
８月31日

真 岡
土木事務所

那須烏山市下川井字成田内下
1028-１、1028-７、1028-８、
1028-８ 地 先、1081-３、1081-
６、1043-３、1043-４、1043-
５、1043-６及び1046-２の各一
部

延長　64.48ｍ
幅員　5.76～ 6.00m

令 和 ５
（2023）年
９月14日

宇 都 宮
土木事務所

　───────────────────────────────────────────────



（757）栃 木 県 公 報 第446号令和５（2023）年10月13日　金曜日

栃木県告示第377号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指
定（平成20（2008）年８月８日第1994号）を次のとおり廃止したので、公告する。
　なお、その関係図書は、所管の土木事務所に備え、縦覧に供する。
　　令和５（2023）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置 道路の延長及び幅員
廃 止
年 月 日

所 管 の
土木事務所

法第42条第１項第５号
の規定による道路

真岡市西郷字並木196-６ 延長　22.22ｍ
幅員　4.00～ 4.80ｍ

令 和 ５
（2023）年
８月10日

真 岡
土木事務所

（建築課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第378号
　栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第６条の規定により、栃木県収入証紙を売りさばく者と
して次の者を指定したので、同条例第14条の規定により公告する。
　　令和５（2023）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

指 定 年 月 日 氏 名 又 は 名 称 売 り さ ば き 場 所

令和５（2023）年10月５日 田川　海斗 大田原市中央２-９-29
ローソン大田原中央二丁目店

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　令和５（2023）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

芳賀郡市貝町大字赤羽字内堀道東355番
５、355番54、355番55、355番62、355番63

芳賀郡茂木町大字茂木５番地 株式会社かましん

下都賀郡野木町大字野渡字中沖261番３ 下都賀郡野木町大字友沼6515番地11グ
レース思川201号

猪 瀬 輝 美

下都賀郡野木町大字野木字三軒在家71番
７、71番８、71番９

下都賀郡野木町大字丸林626番地２
ディアコートＡ棟202号

福 島 信 吾

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○県が設置する都市公園の利用料金の承認
　栃木県都市公園条例（昭和49年栃木県条例第６号）第14条の２第３項後段の規定により令和５（2023）年11
月１日以後の利用料金を次のとおり承認したので、栃木県都市公園条例施行規則（昭和49年栃木県規則第16
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,120円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

号）第13条の２の規定により公告する。
　　令和５（2023）年10月13日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　栃木県日光だいや川公園
⑴　休養施設

施 設 名 単 位 利 用 料 金

オ ー ト
キ ャ ン プ 場

アーリーチェックイン １ 区 画 １ 回 1,500円

レイトチェックアウト １ 区 画 １ 回 1,500円

備考
１　「アーリーチェックイン」とは、フリーテントサイト、オートキャンプサイト、キャンピング
カーサイトにおける、宿泊にあわせた、利用開始日の午前９時から午後１時までの利用をいう。
２　「レイトチェックアウト」とは、フリーテントサイト、オートキャンプサイト、キャンピング
カーサイトにおける、宿泊にあわせた、利用終了日の午前10時から午後４時までの利用をいう。
３　「宿泊」とは、利用開始日の午後１時から利用終了日の午前10時までの利用をいう。

⑵　備品

品 目 単 位 利 用 料 金

シ ャ ワ ー １ 回 150円

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────


